
12広報きやま 令和 8 年 2月号

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
に
つ
い
て

令
和
7
年
12
月
16
日
に
「
強
い
経
済
」
を
実
現
す
る
総
合
経
済

対
策
に
関
す
る
補
正
予
算
が
国
会
に
お
い
て
可
決
さ
れ
、
0
歳
か

ら
高
校
生
年
代
ま
で
の
こ
ど
も
（
平
成
19
年
4
月
2
日
か
ら
令
和

8
年
3
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
こ
ど
も
）
1
人
当
た
り
2
万
円

の
「
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
」
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ

ま
し
た
。

▽
対
象
児
童

①
令
和
7
年
9
月
分
（
※
）
の
児
童
手
当
の
支
給
対
象
児
童
（
※

令
和
7
年
9
月
に
出
生
し
た
児
童
に
つ
い
て
は
10
月
分
）

②

令
和
7
年
10
月
1
日
か
ら
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
に
出
生

し
た
児
童

▽
支
給
対
象
者

右
記
①
の
児
童
手
当
受
給
者
、
ま
た
は
右
記
②

の
保
護
者
の
う
ち
生
計
を
維
持
す
る
程
度
の
高
い
者

▽
支
給
額

対
象
児
童
1
人
あ
た
り
一
律
2
0
，
0
0
0
円
（
対

象
児
童
1
人
に
つ
き
、
1
回
限
り
）

▽
支
給
時
期

2
月
25
日
（
水
）
か
ら
順
次
支
給
開
始

▽
支
給
方
法

【
児
童
手
当
受
給
者
】

①
支
給
対
象
者
に
「
手
当
の
案
内
」
を
送
付
し
ま
す
。（
1
月
下
旬

か
ら
2
月
中
）

②
支
給
を
希
望
し
な
い
場
合
や
支
給
口
座
を
変
更
す
る
場
合
は
、
拒

否
の
届
出
書
や
支
給
口
座
登
録
等
の
届
出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

③
手
当
の
案
内
が
届
い
た
場
合
は
、
令
和
7
年
10
月
支
給
時
（
※
）

の
児
童
手
当
口
座
か
届
出
書
に
よ
る
届
出
口
座
に
振
り
込
み
ま
す

（
※
令
和
7
年
9
月
に
出
生
し
た
児
童
は
12
月
支
給
時
）。

【
申
請
を
行
っ
た
保
護
者
】

申
請
書
で
指
定
し
た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

※
口
座
が
解
約
・
変
更
等
に
よ
り
振
込
が
で
き
な
い
場
合
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
振
込
が
で
き
る
口
座
を
令
和
8
年
2
月
13
日

ま
で
に
必
ず
こ
ど
も
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
課
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
係

☎
92
‐
７
9
6
8

▽
申
請
が
必
要
な
方　
　

次
に
該
当
す
る
方
は
申
請
が
必
要
で
す
。

・
令
和
8
年
1
月
1
日
か
ら
令
和
8
年
3
月
31
日
ま
で
に
出
生
し

た
児
童
の
保
護
者

・
所
属
庁
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
公
務
員
（
ま
ず
は
所

属
庁
に
手
続
き
に
つ
い
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

・
10
月
1
日
以
降
に
離
婚
（
離
婚
調
停
中
等
を
含
む
）
に
よ
り
児

童
手
当
の
申
請
が
必
要
に
な
っ
た
保
護
者

※
「
手
当
の
案
内
（
プ
ッ
シ
ュ
型
給
付
の
お
知
ら
せ
）」
が
届
か
な

い
人
は
、
受
給
の
た
め
の
申
請
が
必
要
で
す
。

詳
し
く
は
こ
ど
も
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
期
限　
　

令
和
8
年
4
月
30
日
（
木
）

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任

問
税
務
課
固
定
資
産
税
係

☎
92
‐
７
９
１
８

12
月
の
町
議
会
定
例
会
で
の
同
意
を
得
て
、
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
委
員
に
鳥
飼
秀
巳
氏
が
選
任
（
再
任
）
さ
れ
ま
し
た
。

任
期
は
、
令
和
7
年
12
月
26
日
か
ら
令
和
10
年
12
月
25
日
ま
で
で

す
。固

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
は
、
3
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価
格
に
関
す
る
不
服
を
審
査

決
定
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
る
委
員
会
で
す
。

受給のための申請は原則不
要です登録口座に自動で振
り込む「プッシュ型給付」
を行います※一部例外あり

基山町民生委員児童委員協力員の紹介
問 福祉課 社会福祉係　☎ 92-7964

　令和 7年 12月 1日付の、基山町民生委員児童委員の改選に伴い、基山町民生委員児童委員協力員に 6名の
方を委嘱しました。任期は、民生委員児童委員と同じ令和 10年 11月 30日までの 3年間です。
　民生委員児童委員協力員には見守り活動や地域福祉活動等を民生委員児童委員と協力しながら行っていただき
ます。
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